
平成˜œ年˜™月™™日 月曜日 (号外第™ ˜号)官 報
十
三

15.2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

15.2

額
æ

国
際
出
願
手
数
料
の
額
は
、
手
数
料
表
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

ç

国
際
出
願
手
数
料
は
、
受
理
官
庁
が
定
め
る
一

の
通
貨
又
は
二
以
上
の
通
貨（「
所
定
の
通
貨
」）の

う
ち
の
一
の
通
貨
で
支
払
う
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
国
際
出
願
手
数
料
は
、
受
理
官
庁
に
よ
り
国

際
事
務
局
に
移
転
さ
れ
た
と
き
に
ス
イ
ス
の
通
貨

に
自
由
に
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
事
務
局
長
は
、
ス
イ
ス
の
通
貨
以
外
の
通
貨

で
国
際
出
願
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
を
定
め
て
い

る
各
受
理
官
庁
ご
と
に
、
公
式
通
貨
が
所
定
の
通

貨
と
同
じ
通
貨
で
あ
る
国
の
受
理
官
庁
又
は
19.1
ç

の
規
定
に
基
づ
き
当
該
国
の
た
め
に
行
動
す
る
受

理
官
庁
と
協
議
の
上
、
そ
の
額
を
決
定
す
る
。
決

定
さ
れ
た
国
際
出
願
手
数
料
の
額
は
、
手
数
料
表

に
掲
げ
る
ス
イ
ス
の
通
貨
に
よ
る
額
と
端
数
の
な

い
数
で
等
し
い
額
と
す
る
。
そ
の
額
は
、
国
際
事

務
局
が
当
該
所
定
の
通
貨
で
支
払
う
こ
と
を
定
め

て
い
る
各
受
理
官
庁
に
通
知
し
、
公
報
に
掲
載
さ

れ
る
。

è

手
数
料
表
に
掲
げ
る
手
数
料
の
額
が
変
更
さ
れ

た
場
合
に
は
、
所
定
の
通
貨
に
よ
る
国
際
出
願
手

数
料
の
額
は
、
改
正
さ
れ
た
手
数
料
表
に
掲
げ
る

額
が
適
用
さ
れ
る
日
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

é

ス
イ
ス
の
通
貨
と
所
定
の
通
貨
と
の
間
に
お
け

る
為
替
換
算
率
が
現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
為
替
換

算
率
と
相
違
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
事
務

局
長
は
、
総
会
が
定
め
た
指
針
に
よ
り
、
所
定
の

通
貨
で
新
た
な
額
を
決
定
す
る
。
新
た
に
決
定
す

る
額
は
、
公
報
に
掲
載
さ
れ
た
日
の
後
二
箇
月
で

適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ç
の
第
三
文
に
規
定
す

る
受
理
官
庁
及
び
事
務
局
長
は
、
合
意
に
よ
り
、

当
該
二
箇
月
の
期
間
内
の
い
ず
れ
か
の
日
を
新
た

な
額
が
適
用
さ
れ
る
日
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

十
四

15.4
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

15.4

支
払
期
間
及
び
支
払
額

国
際
出
願
手
数
料
は
国
際
出
願
の
受
理
の
日
か
ら
一

箇
月
以
内
に
支
払
う
。
支
払
額
は
、
当
該
受
理
の
日
に

適
用
さ
れ
る
額
と
す
る
。

十
五

15.5
を
削
る
。

十
六

15.6
中
の
「
国
際
手
数
料
」を
、「
国
際
出
願
手
数
料
」

に
改
め
る
。

十
七

16.1
ë
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ë

調
査
手
数
料
の
支
払
期
間
及
び
支
払
額
に
つ
い

て
は
、
国
際
出
願
手
数
料
に
関
す
る
15.4
の
規
定
を

準
用
す
る
。

十
八

16の2.1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

16の2.1

受
理
官
庁
に
よ
る
求
め

æ

受
理
官
庁
は
、
14.1
è
、
15.4
及
び
16.1
ë
の
規
定
に

基
づ
く
支
払
時
期
ま
で
に
手
数
料
が
当
該
受
理
官

庁
に
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
た
場
合
又
は
当

該
受
理
官
庁
に
支
払
わ
れ
た
額
が
送
付
手
数
料
、

国
際
出
願
手
数
料
及
び
調
査
手
数
料
に
不
足
す
る

と
認
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
手
数
料
を
賄
う

た
め
に
必
要
な
額
及
び
、
該
当
す
る
と
き
は
、

16の2.2

の
規
定
に
基
づ
く
後
払
手
数
料
を
求
め
の
日
か
ら

一
箇
月
の
期
間
内
に
支
払
う
よ
う
出
願
人
に
求
め

る
。

ç

削
除

è

受
理
官
庁
は
、
æ
の
規
定
に
基
づ
く
求
め
を
出

願
人
に
送
付
し
、
か
つ
、
当
該
出
願
人
が
æ
に
規

定
す
る
期
間
内
に
支
払
う
べ
き
額
（
該
当
す
る
場

合
に
は
、

16の2.2
の
規
定
に
基
づ
く
後
払
手
数
料
を
含

む
。）を
完
全
に
支
払
わ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
é

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の

措
置
を
と
る
。

ü

第
十
四
条
^
の
規
定
に
基
づ
く
宣
言
を
す
る

こ
と
。

@

第
二
十
九
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
手

続
を
と
る
こ
と
。

é

受
理
官
庁
が
æ
の
規
定
に
基
づ
く
求
め
を
送
付

す
る
前
に
受
領
し
た
支
払
は
、
14.1
è
、
15.4
又
は
16.1

ë
に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
前
に
受
領
し
た
も
の

と
み
な
す
。

ê

受
理
官
庁
が
第
十
四
条
^
に
規
定
す
る
宣
言
を

行
う
前
に
受
領
し
た
支
払
は
、
æ
に
規
定
す
る
期

間
の
満
了
前
に
受
領
し
た
も
の
と
み
な
す
。

十
九

16の2.2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

16の2.2

後
払
手
数
料

æ

受
理
官
庁
は

16の2.1
æ
の
規
定
に
基
づ
く
求
め
に
応

じ
た
手
数
料
の
支
払
に
は
、
後
払
手
数
料
の
受
理

官
庁
へ
の
支
払
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ü

求
め
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
未
払
の
手
数
料

の
額
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

@

ü
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
た
額
が
送
付

手
数
料
よ
り
少
な
い
場
合
に
は
、
送
付
手
数
料

に
等
し
い
額

ç

後
払
手
数
料
の
額
は
手
数
料
表
一
に
掲
げ
る
国

際
出
願
手
数
料
の
額
（
た
だ
し
国
際
出
願
の
用
紙

が
三
十
枚
を
超
え
る
場
合
の
手
数
料
を
考
慮
に
入

れ
な
い
）
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
。

二
十

17.1
æ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
先
の
国
内
出
願
又
は
国

際
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
場
合
に

は
、
当
該
先
の
国
内
出
願
又
は
国
際
出
願
を
受
理

し
た
当
局
が
認
証
し
た
そ
の
出
願
の
謄
本（「
優
先

権
書
類
」）は
、
既
に
優
先
権
書
類
が
優
先
権
を
主

張
す
る
国
際
出
願
と
と
も
に
受
理
官
庁
に
提
出
さ

れ
て
い
る
場
合
並
び
に
ç
及
び

(bの2)
の
規
定
に
従
う

場
合
を
除
く
ほ
か
、
優
先
日
か
ら
十
六
箇
月
以
内

に
出
願
人
が
国
際
事
務
局
又
は
受
理
官
庁
に
提
出

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
満
了
後
に
国
際
事

務
局
が
受
理
し
た
当
該
先
の
出
願
の
写
し
は
、
そ

の
写
し
が
国
際
出
願
の
国
際
公
開
の
日
前
に
到
達

し
た
場
合
に
は
、
当
該
期
間
の
末
日
に
国
際
事
務

局
が
受
理
し
た
も
の
と
み
な
す
。

二
十
一

17.1
ç
の
次
に

(bの2)
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(bの2)

受
理
官
庁
又
は
国
際
事
務
局
が
優
先
権
書
類
を

実
施
細
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
図
書
館

か
ら
入
手
可
能
な
場
合
は
、
出
願
人
は
、
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
優
先
権
書
類
の
提
出
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ü

受
理
官
庁
に
対
し
、
優
先
権
書
類
を
電
子
図

書
館
か
ら
入
手
し
、
国
際
事
務
局
に
送
付
す
る

よ
う
請
求
す
る
こ
と
。

@

国
際
事
務
局
に
対
し
、
優
先
権
書
類
を
電
子

図
書
館
か
ら
入
手
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
。

そ
の
請
求
は
、
優
先
日
か
ら
十
六
箇
月
以
内
に

行
う
も
の
と
し
、
ま
た
、
受
理
官
庁
又
は
国
際
事

務
局
は
手
数
料
の
支
払
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

二
十
二

17.1
è
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

è

æ
、
ç
及
び

(bの2)
の
要
件
の
い
ず
れ
も
満
た
さ
れ

な
い
場
合
に
は
、
指
定
官
庁
は
、
é
の
規
定
に
従

う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
優
先
権
の
主
張
を
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
指
定
官
庁
は
、

事
情
に
応
じ
て
相
当
の
期
間
内
に
出
願
人
に
優
先

権
書
類
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
た
後
で
な
け
れ

ば
、
優
先
権
の
主
張
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

二
十
三

17.1
è
の
次
に
é
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

é

指
定
官
庁
は
、
æ
に
規
定
す
る
先
の
出
願
が
国

内
官
庁
と
し
て
の
当
該
指
定
官
庁
に
出
願
さ
れ
て

い
る
場
合
又
は
当
該
指
定
官
庁
が
実
施
細
則
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
優
先
権
書
類
を
電
子
図
書
館

か
ら
入
手
可
能
な
場
合
は
、
è
の
規
定
に
よ
り
優

先
権
の
主
張
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
十
四

17.2
æ
中
の
「
17.1
æ
又
は
ç
」
を
、「
17.1
æ
、
ç
又

は
(bの2)
」
に
改
め
る
。

二
十
五

19.4
è
中
の
「
15.4
æ
か
ら
è
ま
で
」
を
、「
15.4
」

に
改
め
る
。

二
十
六

24.2
æ
中
の
「
4.9
æ
の
規
定
に
基
づ
い
て
指
定
さ

れ
た
国
及
び
、
該
当
す
る
場
合
に
は
、
4.9
è
の
規
定
に

基
づ
い
て
確
認
さ
れ
た
指
定
国
」
を
、「
指
定
官
庁
及
び

広
域
特
許
の
付
与
の
責
任
を
有
す
る
指
定
官
庁
の
場
合

に
は
、そ
の
広
域
特
許
の
た
め
に
指
定
さ
れ
る
締
約
国
」

に
改
め
る
。

二
十
七

24.2
ç
を
削
る
。

 


		2003-12-19T13:05:18+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, OU= , CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




